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事件番号 ：平成１６年（行ウ）第９号（以下「第１事件」という ，。）

平成１６年（行ウ）第３７号（以下「第２事件」という ）。

事件名 ：公文書非公開決定取消請求（第１事件 ，）

公文書非公開決定及び公文書部分公開決定取消請求（第２事件）

H18. 6. 30裁判年月日 ：

裁判所名 ：京都地方裁判所

部 ：第３民事部

結果 ：一部認容

H18. 7.登載年月日 ：

判示事項の要旨：

京都府情報公開条例に基づく京都府警の各部署の捜査費支出に関する資料の公開

請求について，警察本部長がした非公開等処分のうち，捜査費支出伺，捜査費交付

書兼支払精算書，現金出納簿等を非公開とした部分が取り消された事例。

主 文

１ 被告が原告に対し平成１５年１２月２５日付けでした別紙目録記載１の各公

文書非公開決定のうち，以下の各公文書の部分を非公開とした部分について，

これらをいずれも取り消す。

( ) 捜査費支出伺のうち，警部補以下の階級にある警察官の氏名等が記録さ1

れている部分を除く全ての部分

( ) 捜査費交付書兼支払精算書のうち，警部補以下の階級にある警察官の氏2

名等が記録されている部分を除く全ての部分

２ 被告が原告に対し平成１６年６月４日付けでした別紙目録記載２の各公文書

非公開決定のうち，以下の各公文書の部分を非公開とした部分について，これ

らをいずれも取り消す。

( ) 捜査費支出伺のうち，警部補以下の階級にある警察官の氏名等が記録さ1

れている部分を除く全ての部分
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( ) 捜査費交付書兼支払精算書のうち，警部補以下の階級にある警察官の氏2

名等が記録されている部分を除く全ての部分

３ 被告が原告に対し平成１６年６月４日付けでした別紙目録記載３の各公文書

部分公開決定のうち，以下の各公文書の部分を非公開とした部分について，こ

れらをいずれも取り消す。

( ) 現金出納簿のうち，警部補以下の階級にある警察官の氏名等が記録され1

ている部分を除く全ての部分

( ) 捜査費支出伺のうち，警部補以下の階級にある警察官の氏名等が記録さ2

れている部分を除く全ての部分

( ) 激励慰労費に係る捜査費証拠書のうち，領収書の個人の印影が記録され3

ている部分

４ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

５ 訴訟費用は，これを２分し，その１を被告の負担とし，その余を原告の負担

とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

被告が原告に対し平成１５年１２月２５日付けでした別紙目録記載１の各公

文書非公開決定並びに平成１６年６月４日付けでした別紙目録記載２の各公文

書非公開決定及び別紙目録記載３の各公文書部分公開決定のうち，警部補以下

の階級にある警察官の氏名等が記録されている部分以外について，それらを非

公開としたものをいずれも取り消す。

第２ 事案の概要

１ 本件は，原告が，京都府情報公開条例（平成１３年京都府条例第１号，以下

「本件条例」という ）に基づき，その実施機関である被告に対し，京都府警。

の各部署の国費捜査費及び府費報償費（これらを区別せず，以下「捜査費」と

もいう ）の証拠書等の公開を求めたところ，公文書非公開決定及び公文書部。
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分公開決定（別紙目録記載１ないし３）を受けたことから，警部補以下の階級

にある警察官の氏名等が記録されている部分以外については非公開事由がある

とはいえないとして，それらを非公開とした決定の取消しを求めている事案で

ある。

２ 基礎となる事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠（証拠の表

， ， ， 「 」示については 以下 第１事件証拠及び併合後の証拠については 単に 甲１

などとし，第２事件証拠については 「甲①」などとする ）及び弁論の全趣， 。

旨により容易に認められる事実）

( ) 当事者（乙１）1

ア 原告は，地方公共団体などの情報公開，行政監視，不正不当な行政の是

正を目的として結成された権利能力なき社団であり，京都市内に事務所を

有する。

イ 被告は，本件条例１条１項の実施機関たる警察本部長である。

( ) 本件条例のうち，本件に関係する規定は，以下のとおりである。2

第１条（定義）

この条例において 「実施機関」とは，知事，議会，教育委員会，選挙，

管理委員会，人事委員会，監査委員，公安委員会，警察本部長，地方労働

委員会，収用委員会，海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をい

う。

２ この条例において「公文書」とは，実施機関の職員が職務上作成し，又

は取得した文書，図画（中略）であって，当該実施機関の職員が組織的に

， 。（ ）用いるものとして 当該実施機関が保有しているものをいう 以下省略

第２条（実施機関の責務）

実施機関は，公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの

条例を解釈し，及び運用するとともに，公文書の適切な保存及び迅速な検

索をするために公文書の適正な管理に努めなければならない。
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２ 実施機関は，この条例の解釈及び運用に当たっては，通常他人に知られ

たくないと望むことが正当であると認められる個人に関する情報を公にす

ることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

第４条（公開請求権）

何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する公文書の公開を請求

することができる。

第６条（公文書の公開義務）

実施機関は，公開請求があった場合は，当該公開請求に係る公文書に次

の各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という ）のいずれかが記録さ。

れているときを除き，請求者に対し，当該公文書を公開しなければならな

い。

（ 。）( ) 個人に関する情報 事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く1

であって，個人が特定され得るもの（他の情報と照合することにより，

個人が特定され得るものを含む ）のうち，通常他人に知られたくない。

と望むことが正当であると認められるもの又は個人を特定され得ない

が，公にすることにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあるも

の

( )から( )まで（省略）2 5

( ) 公にすることにより，個人の生命，身体，財産等が侵害されるおそ6

れのある情報（公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第

２条第１項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２条に規定する地方公務員をいう ）の氏名等であって，。

公にすることにより，当該公務員個人の生命，身体，財産等が侵害され

るおそれがあるもの及びそのおそれがあるものとして実施機関の規則

（実施機関が警察本部長である場合にあっては，公安委員会規則）で定

めるものを含む ）。
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( ) 公にすることにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑7

の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると

実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

( )（省略）8

第７条（部分公開）

実施機関は，公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されてい

る場合において，当該非公開情報が記録されている部分とそれ以外の部分

， ， ，とが容易に かつ 公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは

， 。当該非公開情報に係る部分を除いて 公文書の公開をしなければならない

第１０条（公開請求に対する措置）

実施機関は，公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは，

その旨の決定（以下「公開決定」という ）をし，速やかに，請求者に対。

し，その旨及び公開の実施に関して必要な事項を書面により通知しなけれ

ばならない。

， （ ） ，２ 実施機関は 公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき 中略 は

公開をしない旨の決定（以下「非公開決定」という ）をし，速やかに，。

請求者に対し，その旨を書面により通知しなければならない。

３ 実施機関は，第１項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は

非公開決定をした旨の通知をするときは，当該通知にその理由を付記しな

ければならない （以下省略）。

( ) 捜査費（甲２０，乙３，７，乙①ないし④，弁論の全趣旨）3

ア 捜査費は，犯罪の捜査等に従事する職員の活動のための諸経費及び捜査

等に関する情報提供者，協力者等に対する経費であり，性質上，特に緊急

を要し，正規の手続を経ていては事務に支障を来したり，秘密を要するた

め，通常の支出手続を経ることをできないとして，特に現金での取扱いが

許されているものである。
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イ 捜査費の執行手続は，毎月，取扱責任者である警察本部長が，取扱者で

ある課長等（捜査費を執行する本部の担当課長及び隊長（所属長）並びに

署長）からの交付申請に基づき交付額を決定し，支払手続の指示を行う方

法によっている。取扱者に交付された現金は，取扱者の補助者である次長

等（担当課次長，副署長等）により管理される。補助者により管理された

現金の執行については，一般捜査費と捜査諸雑費という２種類の経費に分

類され，それぞれ異なった方法により執行される。一般捜査費とは，捜査

員等に捜査費を個別に交付する場合であり，捜査諸雑費とは，あらかじめ

月初めに中間交付者である警部等を経由して，各捜査員に一定の金額が交

付され，各捜査員がその現金を管理するとともに，執行頻度が多くかつ少

額なものとして予め定められた使途や金額の範囲内（１件あたり概ね３０

００円程度）において，捜査員の判断で支出し，月末に清算を行い，残額

が返納されるものである。

ウ 捜査費の執行に関する書類としては以下のものが予定されている。

(ア) 捜査費支出伺

取扱者が捜査員及び中間交付者に一般捜査費及び捜査諸雑費を交付す

るに当たって，補助者が取扱者の決済のために作成する書類である。

， ， ， ， ，同書類には 作成年月日 金額 交付する職員の所属及び氏名 官職

金額，支出事由，交付年月日を記載する欄がある。また，取扱者，補助

者が押印する欄があり，出納簿登記の確認の押印をする欄がある。

(イ) 支払精算書

支払精算書は，捜査員が取扱者等に自らが執行した一般捜査費の精算

をするために提出する書類である。

， ， ， ， ，同書類には 作成年月日 宛名 捜査費を受領した年月日 既受領額

支払額，差引過不足額，支払年月日，支払事由，金額を記載する欄があ

る。また，精算の結果の返納又は領収の年月日を記載する欄及び領収印
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欄がある。さらに，取扱者，補助者が押印する欄があり，出納簿登記の

確認の押印をする欄がある。

支払精算書には，領収書を添付することとなっている。

(ウ) 捜査費交付書兼支払精算書

捜査費交付書兼支払精算書は，中間交付者等が取扱者等に捜査諸雑費

を精算するために作成される取扱者宛の書類である。

， ， ， ， ，同書類には 作成年月日 宛名 捜査費を受領した年月日 既受領額

， ， ， ， ， ，交付額 支払額 返納額 交付年月日 交付者の官職及び氏名 交付額

支払額，返納額を記載する欄があり，確認印欄がある。また，取扱者，

補助者が押印する欄があり，出納簿登記の確認の押印をする欄がある。

(エ) 支払伝票

， ，支払伝票は 中間交付者等から捜査諸雑費の交付を受けた各捜査員が

捜査諸雑費の執行を報告するための書類である。

， ， ， ， ，同書類には 作成年月日 作成者の階級 氏名及び押印 支払年月日

金額，支払先，支払事由を記載等する欄がある。また，各捜査員は，同

書面に領収書等を添付することとなっている。

(オ) 現金出納簿

取扱者は，捜査費の執行について現金出納簿を備えるものとされてお

り，取扱者及び補助者が現金出納簿の記載をする。現金出納簿には，収

入（取扱責任者からの受入）ないし支払の金額，年月日，摘要，差引残

高を記載する欄がある。また，各月及び各年度の末には，収入及び支払

， 。 ，の累計の金額を算定して記載し 取扱者等の押印がされている さらに

取扱者の交代があった場合には，それまでの収入及び支払の累計の金額

を算定して記載し，前任者及び後任者の押印がされている。

エ 捜査費の具体的な使途として想定されているものは以下のとおりであ

る。このうち，交通費，弁当代，消耗品の費用などの経費の一部について
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は，捜査員に予め交付した捜査諸雑費で執行することができるものとされ

ている。

(ア) 捜査本部等設置のための施設，寝具，什器類の臨時借上げ経費，捜

査本部等に必要な自動車，船舶等の応急的な借上げ費

(イ) 捜査協力者，情報提供者に対する謝礼

(ウ) 聞き込み，張込み，追尾等に際し必要とする捜査員等の交通費，飲

食費など諸経費

(エ) 拠点等のための施設の借上げ等に要する賃料などの経費

(オ) 協力者等との接触に要する交通費，飲食費，部屋代などの経費

(カ) 協力者等の保護に要する賃料，交通費などの経費

(キ) 早朝，深夜等における捜査員又は捜査協力者等の交通費，食料費

(ク) 緊急に捜索等を行う場合の重機等の借上げ又は委託費

(ケ) 捜査関係事項照会に伴う回答に要する経費

(コ) 犯罪の被害者又は第三者が所有する物件を捜査の過程で損壊等した

場合の協力謝礼金，物品費

(サ) 被害者等の対策に要する部屋代，交通費，診断書料などの経費

(シ) 長期にわたる重要事件及び困難事件の捜査等に従事する捜査員等に

対する簡素な激励慰労費

オ 激励慰労費の執行の方法は，一般捜査費の執行の方法と同様であるが，

捜査費支出伺には，参加人員の合計人数及び参加者の所属，所要経費の総

額，費用の内訳について記載した書面が添付されることがある。また，支

払精算書には，激励慰労会参加者の所属，階級，氏名などが記載された名

簿，領収書が添付されており，激励慰労費執行計画書として激励慰労会が

開催された日時及び場所が記載された書面が添付されていることもある。

また，これらの添付書類には，激励慰労会の対象となる事件名が記載され

ているものもある。
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( ) 本件訴訟の経緯4

ア(ア) 原告は，平成１５年１２月１５日，被告に対し，本件条例４条に基

づき，京都府警察本部生活安全部生活安全企画課，同部少年課，同部保

， ， ， ，安課 同部生活経済課 同部環境課 京都府警察本部刑事部刑事企画課

同部捜査第一課（以下「捜査一課」という ，同部捜査第二課（以下。）

「捜査二課」という ，同部捜査第三課，同部捜査第四課，同部暴力。）

団対策課，同部機動捜査隊，京都府警察本部交通部交通指導課，同部駐

車対策課，同部交通機動隊について，それぞれ，平成１５年４月１日か

ら同年１１月３０日までに支出手続が完了した府費に係る捜査費証拠書

のうち，捜査費支出伺及び支払精算書並びにこれらに添付されている書

類（表紙を含む ）の公開を請求した。。

(イ) これに対して，被告は，同年１２月２５日付けで，以下の趣旨の決

定をし，原告に通知した。

Ⅰ 捜査費証拠書の表紙を公開する。

， ，Ⅱ 捜査一課の激励慰労費に係る捜査費支出伺 支払精算書等について

一部公開する。

Ⅲ 捜査費証拠書（捜査費支出伺，支払精算書，捜査費交付書兼支払精

算書，支払伝票，領収書）について，いずれも非公開とする（甲１

ないし１５ 。）

(ウ) 前項Ⅲの非公開の理由は，本件条例６条７号該当（捜査費の個別支

， ，出に関する情報が記録されており これらの情報を公にすることにより

捜査等の動向が明らかとなり，被疑者等の事件関係者において逃亡，証

拠隠滅等の対抗措置をとられるおそれや，捜査協力者等が特定され，被

疑者等の事件関係者から危害を加えられたり，今後の協力が得られなく

なるおそれがあるなど，公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

がある ，本件条例６条１号該当（捜査協力者の氏名等個人に関する。）
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情報が記載されており，これらは，通常他人に知られたくないと望むこ

とが正当であると認められる ，本件条例６条６号該当（警部補以下。）

の階級にある警察官の氏名等が記録されている ）というものである。。

(エ) 原告は，上記Ⅲに係る決定（別紙目録記載１）うち，警部補以下の

階級にある警察官の氏名等が記録されている部分を除く部分について，

， （ ） 。非公開とした決定が違法として 情報公開請求 第１事件 を提起した

， ， ， ，イ(ア) 原告は 平成１６年４月７日 被告に対し 本件条例４条に基づき

， ， ， ，捜査一課 捜査二課 京都府中立売警察署 京都府五条警察署について

それぞれ，平成１３年９月２８日から平成１６年３月３１日までに支出

が完了した国費捜査費及び府費報償費に係る現金出納簿並びに捜査費証

拠書のうち個別執行に係る捜査費支出伺及び支払精算書及びこれらに添

付されている書類の情報公開を請求した。

(イ) これに対して，被告は，平成１６年６月４日付けで，以下の趣旨の

決定をし，原告に通知した。

Ⅰ 激励慰労費に係るものを除く捜査費証拠書（捜査費支出伺，支払精

算書，捜査費交付書兼支出精算書，支払伝票，領収書）を非公開とす

る（甲①ないし④ 。）

Ⅱ 現金出納簿の年度の累計収入金額及び支払金額の欄を一部公開する

（甲⑤ないし⑧ 。）

Ⅲ 激励慰労費に係る捜査費証拠書のうち，捜査費支出伺（激励慰労費

以外の捜査費支出伺が併記されている部分あり，添付書類を含む ，。）

支払精算書（添付書類を含む ）のうち，領収書の印影や特定の奥書。

等を除いた一部を公開する（甲⑤ないし⑧ 。）

(ウ) 前項Ⅰの非公開の理由は，別紙目録記載１の決定の理由と同一であ

る。

前項Ⅱの非公開部分の非公開の理由は，本件条例６条７号該当（情報
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を公にすることにより，捜査の動向等が明らかとなり，被疑者等の事件

関係者において，逃亡，証拠隠滅等の対抗措置を講じるおそれがあるほ

か，報道内容等との照合・分析により，警察の捜査手法や態勢等が推察

， ， ， ，され 将来の捜査に支障を及ぼし 又は 将来の犯行を容易にするなど

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある ，本件条例６。）

条６号該当（警部補以下の階級にある警察官の氏名等が記録されてい

る ）というものである。。

前項Ⅲの非公開部分の非公開の理由は，本件条例６条１号該当（領収

書には，担当者の印影が記録されており，奥書等には個人が特定される

職名が記録されており，これらは，個人に関する情報であって，通常他

人に知られたくないと望むことが正当であると認められる ，本件条。）

例６条７号該当（捜査費支出伺には，激励慰労費に係るものを除き，情

報を公にすることにより，捜査の動向等が明らかとなり，被疑者等の事

件関係者において，逃亡，証拠隠滅等の対抗措置を講じるおそれがある

ほか，報道内容等との照合・分析により，警察の捜査手法や態勢等が推

察され，将来の捜査に支障を及ぼし，又は，将来の犯行を容易にするな

ど，公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある ，本件条。）

例６条６号該当（警部補以下の階級にある警察官の氏名等が記録されて

いる ）というものである。。

(エ) 原告は，上記Ⅰに係る決定（別紙目録記載２）並びに前項のⅡ及び

Ⅲに係る決定（別紙目録記載３）のうち，警部補以下の階級にある警察

官の氏名等が記録されている部分を除く部分について，非公開とした決

定が違法として，情報公開請求（第２事件）を提起した。

３ 争点及びこれに関する当事者の主張

( )ア 公共の安全等に関する情報（本件条例６条７号）該当性1

（被告の主張）
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(ア) 本件条例６条７号の趣旨，解釈

公共の安全と秩序の維持に関する情報の公開，非公開の判断について

は，性質上犯罪等に関する将来予測としての専門的，技術的な判断を要

するなど特殊性があることから，このような情報に該当するか否かにつ

いては行政機関の長の第一次的な判断を尊重することとし，行政機関の

長に裁量を与えたものと解される。それを踏まえると，本件条例６条７

号に該当することを理由とする非公開処分については，まず，行政機関

の長において，同号所定のおそれがあるとの判断をし得る情報であるこ

とを主張立証する必要があり，これが立証された場合には，その判断の

基礎を欠くか，又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くことが明ら

かであるときに限り，裁量権の逸脱又は濫用があったものとして違法で

あるということができるものである。そして，裁量権の逸脱又は濫用を

基礎付ける具体的事実の主張立証責任は，同号該当性を争う原告が負う

ものと解される。

(イ) 捜査継続中の事件に関する情報

捜査継続中の事件，捜査に着手しようとしている事件等について捜査

費証拠書等を公開した場合，事件の当事者，関係者が，捜査に関する動

きを察知する可能性は非常に高い。このような捜査費証拠書等を公開す

， ， ，れば 捜査の動向が明らかになり 被疑者等の事件関係者において逃亡

証拠隠滅等の対抗措置を講じることが考えられるほか，捜査協力者等が

特定され，被疑者等の事件関係者から危害を加えられるおそれがあるこ

， ，とから 今後の事件捜査などに係る府民の協力を得ることが困難となり

円滑な捜査を遂行することができなくなる。

(ウ) 捜査が終了した事件に関する情報

， ，捜査を終了した事件についても 捜査費証拠書等を公開したとすれば

情報提供者や捜査協力者等は，事後的に事件担当者，事件関係者，ある
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いは事件の組織団体等から，いわゆるお礼参りとして，脅迫を受け，危

害を加えられることは十二分に考えられる。現に危害は加えられなくと

も捜査協力者等の氏名が公にされる可能性があることが明らかになれ

ば，今後，事件捜査等に係る府民の協力は，決して得られなくなること

は自明の理であり，被告をはじめとする警察官の責務である「府民の生

命，身体及び財産の保護に任じ，公共の安全と秩序の維持に当たる」こ

とはできない。

また，個別の犯罪捜査が終結したとしても，その被疑者が所属する組

織等がある場合もあり得，当該捜査に関する情報を開示することによっ

て，当該組織の構成員等に，より具体的に捜査態勢や捜査手法等を提供

することになる。

(エ) 具体的な事件名以外の情報

具体的な事件名を伏せたとしても，捜査対象者は，その捜査費執行情

報等を分析し，当該部署の事務分掌や被疑者等の事件関係者が持つ犯行

の具体的内容等の情報を組み合わせることにより，個別の捜査活動の進

展等を推認することが可能となる。

また，現に捜査中の事件に関するものでなくても，捜査費の執行内容

を公にすると，報道内容等との照合，分析により，被告がどのような事

件について，どのような捜査手法をとるかが推察され，犯罪を企図する

者において，対抗措置を講じられるおそれがある。

警察においては，捜査活動の強化月間を設定しているが，強化月間の

時期は，例年，どの月間に関しても，ほとんどが同時期に設定されてい

るものである。したがって，犯罪を企図する者又はその関係者等におい

て警察が取り組む強化月間の時期情報が判明することは，今後，特に警

察が重点を置いて取り組むべき捜査活動に対して，極めて有用な情報と

なり，対抗手段を講じられるおそれがあるなど，将来においても，犯罪
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の予防や捜査活動等に重大な支障が生じるおそれがある。

警察庁や京都府公安委員会等のホームページ上で公開している強化月

間は，警察による犯罪捜査月間のうちの一部であり，逃亡，罪証隠滅等

の予防のため，原則として公開を予定していない。また，事後的に公安

委員会等で報告する措置をとる場合も，月間の捜査が終了し，統計の集

計ができた時点で，警察活動の成果として一定の範囲で公表しているも

のである。

(オ) 警部の氏名

警部の氏名を公開したとすれば，この警部を知り得る被疑者等は，こ

の警部が動いているということは，事件は何で，この事件の情報は誰か

らで，次の捜査は何処に及ぶなどを推測し，自己の逃亡，証拠の隠滅，

情報源へ圧力をかけ，捜査を妨害するなどのおそれも十分あり得る。し

たがって，警部の氏名という断片的な情報であっても，それが明らかに

なれば，部署毎，特定捜査員（警部）毎の事件捜査の態勢，進展情報等

を推測することが可能となるおそれが生じる。

（原告の主張）

(ア) 本件条例６条７号の解釈

， ， ，本件条例６条は 原則的一般的な開示義務を定めており 同条７号は

非開示事由を定めているものであるから，同条７号該当性については，

非開示を主張する行政機関の側に主張立証責任があると解すべきであ

る。したがって 「公にすることにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，，

公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす

おそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある」ことに

ついて，被告が主張立証しなければならない。

また，行政に対して情報公開を求める訴訟においては，行政機関の側

がほぼ全ての情報を保有し，原告である市民の側はほとんど情報を有し
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ないのが現実であるから，裁量権の逸脱又は濫用を基礎づける具体的事

実の主張立証責任は，同号該当性を争う原告が負うとすると，市民の側

に不可能を強いるものであり，相当ではない。

(イ) 捜査費に関する情報

そもそも捜査費は，１件あたり３０００円程度までの少額の経費にす

ぎず，その支出状況が明らかにされたからといって，捜査態勢の手法，

進展状況が推察されるということはできない。さらには，具体的な事件

名に関する部分を伏せることで，当該支出と具体的な事件との関連性は

全く不明となるのであるから，捜査の態勢や手法，進展の状況について

推測することは全く不可能となる。

(ウ) 捜査が終了した事件に関する情報

捜査費の対象となった事件につき，既に刑事裁判が確定している場合

， 。については 被疑者等による逃亡や証拠隠滅を考慮する必要は全くない

したがって，かかる場合について非公開とする必要はなく，かかる場合

にも一括りに非公開とすることは違法である。

犯罪を企図する者の犯行を容易にするという点については，当該支出

が明らかとされることで，なぜ犯罪を企図する者の犯行が容易になるの

か，全く不明である。

(エ) 具体的な事件名以外の情報

現在捜査中，あるいは刑事裁判が進行中である事件についても，具体

的な事件名を伏せることで，具体的な事件との関連性を不明にすること

ができる。したがって，事件名のみを伏せて公開すれば，被疑者等によ

， ，る逃亡や証拠隠滅のおそれはなくなるものといえ それにもかかわらず

文書の全部を非公開とすることは違法である。

(オ) 情報提供者や捜査協力者等の氏名に関する情報

情報提供者や捜査協力者等の氏名が判明したとしても，具体的な事件
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名が伏せられていれば，個別具体的な事件との関連性を不明とすること

ができ，報復を受けるおそれをなくすことができる。それにもかかわら

ず，文書の全部を非公開とすることは違法である。

また，既に起訴され刑事裁判になっている事件については，捜査に協

力した者の住所氏名等については，供述調書や任意提出書等から，被告

人にも明らかとなっており，捜査費の支出先として明らかになったとこ

ろで，報復を受けるおそれが特段に高まるということはない。

そもそも，情報提供者や捜査協力者等に対して現実に謝礼として支払

われた金員がどれだけあるのか非常に疑わしい。

イ 個人に関する情報（本件条例６条１号）該当性

（被告の主張）

府民が被告に対し，事件の情報を提供する，あるいは捜査に協力する等

の場合は，通常，事件関係者あるいは当事者，関係組織・団体に知られな

いように，秘密裡に情報を収集し，捜査員も「他人に知られたくない 」。

との府民の要望，期待を裏切らないように努めているのである。特に凶悪

事件，犯罪組織・団体等に関する捜査情報の提供，捜査協力については，

協力した当該府民個人が判明した場合，当該個人とその家族は，犯人，犯

罪組織・団体等から，攻撃，襲撃の対象になり得る可能性は非常に高いの

である。

したがって，捜査協力者に関する情報は 「個人に関する情報（事業を，

営む個人の当該事業に関する情報を除く ）であって，個人が特定され得。

（ ， 。）るもの 他の情報と照合することにより 個人が特定され得るものを含む

のうち，通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

もの」として，本件条例６条１号に該当する。

（原告の主張）

捜査協力者の氏名・職名など個人に関する情報を公開したとしても，捜
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査費を受領したとの事実が明らかになるだけであって，かかる事実は不名

誉な事実ではなく，通常他人に知られたくないと望むことが正当であると

は認められない。

しかも，捜査費の交付先が明らかにならなければ，捜査費が適正，妥当

に交付されたかどうかについての検証が不可能であり，そのことから言っ

ても，捜査費の交付先は公開されなければなならい。

よって，いずれも本件条例６条１号の非公開事由には該当しない。

ウ 部分開示（本件条例７条）の可否等

（被告の主張）

， ， ，捜査費証拠書は 所定の順序で編冊され 当月分毎に袋とじされており

支出伺，交付書兼支払書，支払伝票，精算書等を見れば，ある部署におい

て，どのような事件で，何人の捜査員に対し，一般捜査費，捜査諸雑費を

支出したのか，あるいはするかが明らかとなるものであって，捜査費証拠

書に記載された情報は，非公開事由に該当する独立した不可分一体の情報

というべきである。

非公開事由に該当する独立した一体的な情報を更に細分化し，その一部

を公開とし，その余の部分にはもはや非公開事由に該当する情報が記録さ

れていないものとみなして，これを公開することまでをも実施機関に義務

づけているものと解することはできない。

（原告の主張）

原告は，捜査費に関する個々の捜査費証拠書について公開を求めたとこ

ろ，これに対して被告は非公開決定をしたのであるから，非公開決定は，

個々の捜査費証拠書ごとにされているのである。したがって，個々の捜査

費証拠書ごとに非開示事由該当性が主張立証されなればならない。

また，本件条例７条では，部分公開について定めているから，被告は，

個々の捜査費証拠書の中の個々の記載事項のそれぞれについて区分して，
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具体的に非公開事由該当性を立証しなければならない。

( )ア 捜査費証拠書（激励慰労費を除く）2

(ア) 捜査費支出伺（争点１－１）

（被告の主張）

一般捜査費についての捜査費支出伺には，捜査員が捜査中である，あ

， ， 。 ，るいは今後 着手する 内偵を開始する事件名が記載されている また

捜査諸雑費に関しても，交付予定人数が記載されている。それにより，

被告の捜査等に関する，現在及び将来の動きが明白になり，捜査諸雑費

の交付人数から，被告の捜査態勢，捜査に対する軽重が判断できる。

また，捜査費の個々事件等に対する交付額が記載されており，捜査雑

費に関しても交付額の総額及び中間交付者の保留額が記載されており，

， 。 ，捜査費の支出の伺い年月日 交付年月日も記載されている これにより

被告の捜査等に係る動きの重要性，重大性，時期等を推測することがで

きる。

捜査諸雑費の支出伺に記載されている警部の氏名が公開されれば，特

定所属における毎月初めに交付されている警部の人数（捜査班の数）が

明らかになり，また，それぞれの警部が担当する班の捜査活動の進展状

， ，況等に応じて 月初めに交付された捜査諸雑費に不足が生じてきた場合

担当の警部は追加交付を受けるため，その警部の氏名から，捜査活動が

活発な捜査班が明らかとなる。また，捜査諸雑費の支出の伺いと同日に

一般捜査費の支出の伺いを立てる場合は，警部の氏名は同じ用紙（支出

伺）の中に記載するため，その氏名を公表すれば，支出伺から一般捜査

費の執行の有無，件数等が明らかになり，捜査等の動きに係る重要性，

活発さ，時期等が推測できることとなる。

（原告の主張）

そもそも捜査費支出伺に記載されている事項は，金銭の支出に関する
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事項にとどまるのであって，聞き込みや張込み，事情聴取などの犯罪捜

査が行われた日時場所，具体的に採られた捜査手法，捜査によって得ら

れた情報の具体的な中身といった，捜査に関する詳細な情報を得ること

はできない。さらに，既に捜査が終了し，または判決が確定した事件に

ついては，捜査費支出伺を公開し，被告が主張するような事項が判断，

推測されたとしても，何ら公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れはない。

(イ) 支払精算書（争点１－２）

（被告の主張）

支払精算書には，捜査員が捜査中である，あるいは今後，着手する，

内偵を開始する等の事件名，その他捜査に関連する具体的事項が記載さ

れている。これにより，被告の捜査等に関する，現在及び将来の動きが

明白になる。

また，情報提供者，捜査協力者等の氏名，住所等が記載されており，

情報提供者等の氏名等が判明する。

さらに，捜査費の執行額，執行年月日，返納あるいは追加年月日が記

載されており，被告の捜査等に係る動きの重要性，重大性，時期等を具

体的に推測することができる。

（原告の主張）

支払精算書の記載から，具体的に採られた捜査手法，捜査によって得

られた情報の具体的な中身といった捜査に関する詳細な情報を得るのは

不可能である。さらに，既に捜査が終了し，又は判決が確定した事件に

ついては，何ら公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれはない。

また，情報提供者等の氏名等が判明したとしても何ら公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがないことは上記のとおりである。

(ウ) 捜査費交付書兼支払精算書（争点１－３）
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（被告の主張）

， ，捜査費交付書兼支払精算書には 中間交付者における捜査費の受領額

交付額，支払額及び返納額が記載されている。また，捜査員個々への交

付額・追加交付額，捜査員個々の支払額及び捜査員個々の返納額が記載

されている。これにより，被告の課，署別における捜査等に係る動きの

重要性，重大性，活発度合等を把握することができることから，被告の

捜査等に関する，現在及び将来の動きが明白になる。

仮に，捜査費交付書兼支払精算書に記載されている警部の氏名が公開

されれば，捜査員に対する捜査諸雑費の交付回数や当該文書に記載され

ている行数，頁数から，それぞれの警部が担当している捜査班の態勢，

活動の活発度合，進展状況等を推測される十分な手がかりとなる。

（原告の主張）

捜査費交付書兼支払精算書については，捜査費支出伺や支払精算書

と異なり，支払事由の記載はされておらず，捜査費の支出と個別具体

的な事件との関連性は一切表れない。したがって，捜査費交付書兼支

払精算書を公開したところで，捜査等に関する情報を得ることは全く

不可能である。

(エ) 支払伝票（争点１－４）

（被告の主張）

支払伝票には，捜査諸雑費の支出年月日が記載されているから，被告

の捜査時期が明白になる。

また，捜査諸雑費の執行額や捜査員が捜査中である，あるいは今後着

手する，内偵を開始する等の事件名，その他捜査に関連する事項等をは

， ， ，じめ 捜査諸雑費の支出理由が記載されており 被告の捜査等に関する

現在及び将来の動きが明白になること，及び被告の捜査等に係る動きの

重要性，重大性，活発性，時期等をより具体的に推測できる。
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さらに，情報提供者，捜査協力者等の氏名が記載されており，情報提

供者等の氏名等が判明する。

（原告の主張）

支払伝票の記載から，具体的に採られた捜査手法，捜査によって得ら

れた情報の具体的な中身といった捜査に関する詳細な情報を得るのは不

可能である。さらに，既に捜査が終了し，又は判決が確定した事件につ

いては，何ら公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれはない。

また，情報提供者等の氏名等が判明したとしても何ら公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがないことは上記のとおりである。

(オ) 領収書（争点１－５）

（被告の主張）

領収書には，捜査費（捜査諸雑費を含む ）を受領した個人，法人の。

氏名，名称，住所，電話番号等が記載されており，情報提供者，物品の

購入及び借入先等の氏名，名称等が明白になる。

また，受領金額及び年月日，具体的な物品名等が記載されており，被

告の捜査等に関する，現在及び将来の動きが明白になること，及び被告

の捜査等に係る動きの重要性，重大性，手法，時期等を推測できるもの

である。

（原告の主張）

領収書の記載から，具体的に採られた捜査手法，捜査によって得られ

た情報の具体的な中身といった捜査に関する詳細な情報を得るのは不可

能である。さらに，既に捜査が終了し，又は判決が確定した事件につい

ては，何ら公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれはない。

また，情報提供者等の氏名等が判明したとしても何ら公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがないことは上記のとおりである。

さらに，報償費に関して受け取った領収書のうち約２５％が仮名だっ
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たということであるが，仮名の領収書は，情報提供者，捜査協力者等が

被疑者等から報復を受けるおそれをなくすためになされていることであ

り，これら仮名の領収書を公開したところで，報復を受けるおそれは一

切ない。

イ 現金出納簿（争点２）

（被告の主張）

出納簿には，捜査費の額，事件名，捜査員の階級氏名，捜査諸雑費の交

付人数，取扱者が取扱責任者から受領した現金の額，取扱者から取扱責任

者への返納額，捜査員に対する交付額，捜査員からの返納額等が記載され

ている。

そのため，年月日，摘要欄，収入金額，支払金額，差引残高欄に記載さ

れた各情報は（累計部分を除き ，一体として，事件名とこれを担当する）

捜査員氏名など，捜査態勢，捜査に対する軽重，捜査に関する動き，活発

さ等が推測できる情報であるというべきである。

したがって，これを開示すれば，捜査の動向などが明らかになり，被疑

者等の事件関係者において逃亡，証拠隠滅等の対抗措置を講じるおそれが

あるほか，報道内容等と照合・分析により，警察の捜査手法や態勢等が推

， ， ， ，察され 将来の捜査に支障を及ぼし 又は 将来の犯行を容易にするなど

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると判断したものであ

り，本件条例６条７号に該当する事由がある。

（原告の主張）

現金出納簿が公開されたところで，個別具体的な支出内容が判明するわ

けではないのであるから，そもそも，逃亡，証拠隠滅等のおそれや，警察

の捜査手法や態勢等が相殺されるおそれがあるとは考えられない。

特に，刑事裁判が確定している場合については，被疑者等による逃亡や

証拠隠滅を考慮する必要は全くないのであるから，一括りに非公開とする
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ことは許されない。また，具体的な事件名を伏せて公開すれば，逃亡，証

拠隠滅等を講じられることや，警察の捜査手法や態勢等が推察されること

はあり得ない。

ウ 激励慰労費に係る捜査証拠書

(ア) 領収書の個人の印影が記録されている部分（争点３－１）

（被告の主張）

領収書の個人の印影については，激励慰労会の会場となった施設（店

舗）の経理担当者個人の印鑑の印影であり，その印影を公にすることに

より個人が判明することから，当該部分は，本件条例６条１号所定の個

人に関する情報であって，個人が特定され得るもののうち，通常他人に

知られたくないと望むことが正当であると認められるものに該当する。

（原告の主張）

争う。

(イ) 捜査二課の領収書の奥書及び激励慰労費執行計画書の職名が記録さ

れている部分（争点３－２）

（被告の主張）

領収書の奥書の職名及び激励慰労費執行計画書の職名については，激

励慰労会を開催することとなった事件が収賄事件であり，その表題には

官公庁の名称，部署名及び職名が記載されていることから，それらを公

にすることにより，必然的に被疑者である個人が判明する。そのため，

当該部分は，本件条例６条１号所定の個人が特定され得るもののうち，

通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報に

該当する。

（原告の主張）

争う。

第２ 当裁判所の判断
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１ 公共の安全等に関する情報（本件条例６条７号）該当性について

，「 ， ， ，ア 本件条例６条７号は 公にすることにより 犯罪の予防 鎮圧又は捜査

公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れがあると実施機関が認めるにつき相当の理由がある情報」と規定されてい

， ， ，ること 当該情報が一般の地方公共団体の有する情報と異なり その性質上

公開・非公開の判断に実施機関の高度な政策的判断を必要とするものと考え

られることからすると，同号に規定する情報に該当するか否かについては，

行政機関の長の第一次的な合目的的裁量判断によって決定すべきものと定め

られているものと解するのが相当である。

そして，非公開の事由の存否が問題となる文書がそもそも請求者及び裁判

所の目に触れる状況に置かれることがなく，当該文書自体を公開できないこ

とにもかんがみると，当該文書の外形的事実等から判断される一般的，類型

的な当該文書の性質として 「公にすることにより，犯罪の予防，鎮圧又は，

捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれがある」と実施機関が判断し得る情報が記録されているものである

ことについては，実施機関において，主張，立証することを要するというべ

きである。

， ， ，しかし 実施機関の判断が 公開・非公開の決定に全く事実の基礎を欠き

あるいは，社会通念上著しく妥当性を欠くなどの裁量権の逸脱ないし濫用が

あると認められるときには，その判断は違法となるものと解されるが，上記

裁量権の逸脱又は濫用があったことを基礎付ける具体的事実については，請

求者において主張・立証を要するというべきである。

ところで，捜査費として予定されている使途については，前記基礎となる

事実( )エ記載のとおりであり，激励慰労費以外については，いずれも，個3

別の捜査の過程で必要となる経費として支出されることが予定されているも

のであるところ，証拠（甲１６ないし２１）を検討しても，捜査費として予
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定されている以外の使途に利用されたと認めるに足りる具体的証拠はない。

イ そのうち，情報提供者及び捜査協力者に対して支払われる捜査費について

は，その捜査が終了しているか否かにかかわらず，情報提供者及び捜査協力

者等が判明した場合には，被疑者等が情報提供者等に接触し，または，お礼

参りなどをするおそれがあるというべきであるから，そのような状態では，

情報提供及び捜査協力を得ることが困難となることは，容易に予想できると

いうべきである。したがって，情報提供者及び捜査協力者を識別できる情報

は，本件条例６条７号に該当する情報というべきである。

ウ また，情報提供者及び捜査協力者が識別できる情報以外でも，各捜査員に

よる捜査費の具体的な執行についての情報は，各捜査員による具体的な捜査

についての情報の裏返しというべきであるところ，各捜査員による具体的な

捜査についての情報は，捜査の密行性が要請され，本件条例６条７号に該当

するというべきである。

原告は，捜査費の対象となった事件につき，既に刑事裁判が確定している

場合については，被疑者等による逃亡や証拠隠滅を考慮する必要は全くない

と主張するが，捜査の具体的な手法については，それが知られると，今後の

同種の捜査に影響が及ぶことが容易に想像できるものである上，公訴の提起

及び刑事判決の確定に至った捜査についても，他の事件の捜査として有用で

あることも考えられるのであるから，刑事判決が確定した事件に関する捜査

， 。であるからといって 本件条例６条７号に該当しないということはできない

， ，エ 他方 捜査費の各捜査員ないし中間交付者に対する交付の情報については

それ自体は，特に，各捜査員の具体的な捜査についての情報を当然に含むも

のとはいえないというべきである。もっとも，その資料に，各捜査員の具体

， ，的な捜査費の執行に関する情報の記載があれば それを含む部分については

本件条例６条７号に該当するというべきである。

この点，被告は，各部署の捜査費の執行状況を公にすると，報道内容等と
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の照合，分析により，被告がどのような事件について，どのような捜査手法

をとるかが推察され，犯罪を企図する者において，対抗措置を講じられるお

それがあると主張するが，各捜査員の捜査費の具体的な執行に関する情報で

はなく，各部署単位での捜査費の執行に関する情報が判明したのみでは，そ

れにより，捜査手法が推測されるとはいえず，そのおそれは抽象的にすぎな

いというべきである。また，被告は，警察の捜査活動強化月間が判明すると

不都合であるとの主張をするが，過去の警察の強化月間が判明することで生

じる不都合は未だ抽象的と言わざるを得ない。さらに，被告は，過去の警察

， ，の強化月間が判明すれば 将来の警察の強化月間が推測できると主張するが

強化月間自体がホームページなどで公表されているものも少なくない上（甲

２２，２３，２４の１ないし２４の１４，２５ ，過去の強化月間により推）

測されるような将来の強化月間自体，どの程度の秘密性があるのか疑問があ

ると言わざるを得ない。

また，被告は，警部の氏名，支出時期，支出金額が判明することで，被告

の捜査等に係る動きの重要性，重大性，時期等を推測することができるとい

う趣旨の主張をするが，そのおそれは抽象的と言わざるを得ず，それをもっ

て，本件条例６条７号に該当する事由があるとはいえない。

２ 個人に関する情報（本件条例６条１号）該当性について

本件条例６条１号の趣旨は，個人のプライバシー保護にあると解されるが，

他方，本件条例は，２条２項に実施機関の責務として個人情報への最大限の配

慮を定めているほか，その前文において，個人のプライバシー保護に最大限の

配慮をしつつ，公文書の公開を請求する権利を明らかにすることによって知る

権利の具体化を図るとともに，府政に関する情報を多様な形態によって積極的

に提供し，もって府政に対する理解と信頼を深め，府政のより公正な運営を確

保し，府民参加の開かれた府政の一層の推進を図り，併せて府民福祉の向上に

寄与することを，本件条例制定の目的として掲げている（乙１ 。このような）
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本件条例制定の目的等に照らすと，本件条例６条１号の特定の個人に関する情

報について，通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

か否かの判断に当たっては，前文に規定された府政の公正な運営の確保等の観

点，個人のプライバシー保護の観点等を踏まえて，それらの適切な調和が図ら

れるように解釈すべきである。

それを前提に検討するに，情報提供者，捜査協力者であることが知られた場

合には，被疑者からの接触，嫌がらせなどが十分考えられるのであるから，そ

れを特定し得る情報については，通常他人に知られたくないと望むことが正当

であると認められるというべきである。

この点，原告は，情報提供者及び捜査協力者であることが知られることは不

名誉なことではないから，通常他人に知られたくないと望むことが正当である

と認められる情報とはいえないと主張するが，情報提供者及び捜査協力者であ

ることが特定された場合の上記不利益は否定できないのであって，原告の主張

は採用できない。

３ 部分開示（本件条例７条）の可否について

本件条例７条は，当該情報が記録されている部分を容易に，かつ，公文書の

公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは，その部分を除いて公

， ，文書の公開をすべきことを実施機関に義務づけているが その文理に照らすと

それ以上に，当該情報が記録されている部分を更に細分化し，相手方識別部分

等その一部のみを非公開としその余の部分を公開することまでを実施機関に義

務づけているものとは解しがたい。したがって，実施機関において当該情報を

細分化することなく一体として非公開決定をしたときに，裁判所は，当該非公

開決定の取消訴訟において，実施機関がこのような態様の部分公開をすべきで

あることを理由として当該非公開決定の一部を取り消すことはできないという

べきである （最高裁第三小法廷平成１３年３月２７日判決，民集５５巻２号。

５３０頁参照）
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もっとも，独立した一体的な情報をどの範囲でとらえるかについては，当該

情報が記録された記載部分の物理的形状，その内容，作成名義，作成目的，当

該文書の取得原因等を総合考慮の上，当該条例の非公開事由に関する定めの趣

旨に照らし，社会通念に従って判断すべきである。

そして，本件における捜査費証拠書等には，取扱責任者の取扱者に対する現

金の交付に関する情報，取扱責任者の各捜査員及び中間交付者に対する現金の

交付に関する情報，中間交付者の各捜査員に対する現金の交付に関する情報，

各捜査員の現金の使途に関する情報など，様々な情報についての書面が含まれ

ており，それぞれの情報に関して，個別に非開示事由の該当性を判断すべきと

いえる。

もっとも，警部補以下の階級にある警察官の氏名等が記録されている部分に

ついては，その記載が本件条例６条６号の非公開事由に該当することは争いが

ないところ，警察官の氏名等の情報は，各書面の記載から容易に分離できるも

のであり，かつ，それが捜査費の支出及び執行の適正の確認というような公開

請求の趣旨を損なわないと解されるから，公文書の当該記載を除いた部分につ

いては，他の非公開事由がない限り，一部公開すべきものと解されるものであ

る。

４ 捜査費証拠書（激励慰労費を除く）

( ) 捜査費支出伺（争点１－１）について1

前記基礎となる事実( )ウ(ア)記載のとおり，捜査費支出伺は，取扱者が3

捜査員及び中間交付者に一般捜査費及び捜査諸雑費を交付するに当たって，

補助者が取扱者の決済のために作成する書類であり，作成年月日，金額，交

付する職員の所属及び氏名，官職，金額，支出事由，交付年月日を記載する

欄がある。また，取扱者，補助者が押印する欄があり，出納簿登記の確認の

押印をする欄がある。

まず，捜査諸雑費についての捜査費支出伺については，取扱者の中間交付
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。 ，者に対する捜査諸雑費の交付に関する情報が記載されるものである そして

捜査諸雑費に関する捜査費支出伺には，支出事由欄にも何月分の捜査員何名

（ ），に対する捜査諸雑費であるかが記載されているのみであり 弁論の全趣旨

そこから具体的な捜査状況が推測できるものとも考え難く，捜査費の具体的

な執行に関する情報が記載されているということはできない。

また，一般捜査費についての捜査費支出伺についても，取扱者の捜査員に

対する捜査費の交付に関する情報が記載されているものであり，それ自体，

全体として各捜査員による捜査費の具体的な執行に関する情報ということは

できない。もっとも，捜査費支出伺は，補助者が取扱者の決済のために作成

する資料であることから，その支出事由欄には，特定の事件名など，具体的

な捜査費の執行に関する情報が記載されていることもあるとも考えられる。

しかし，捜査費支出伺の支出事由欄は，せいぜい１０文字程度が記載できる

程度の大きさであること（乙３，乙①ないし④，弁論の全趣旨 ，後に支払）

精算書で具体的な捜査費の執行の内容が記載されることが予定されているこ

となどに照らせば，一般捜査費についての捜査費支出伺の支出事由欄に事件

名等が記載されている場合であっても，抽象的一般的な事件名の表示のとど

まり，具体的な各捜査員の捜査費の執行についてまで明らかとならないよう

な記載が通常と考えられる。もしも，一般捜査費についての捜査費支出伺の

支出事由欄に具体的な各捜査員の捜査の執行に関する情報が記載されている

場合には，被告において，当該捜査費支出伺をより特定して，本件条例６条

７号に該当する事由があることを主張・立証すべきであるが，そのような主

張・立証はない。したがって，一般捜査費についての捜査費支出伺の支出事

由欄についても，本件条例６条７号に該当する事由があるとの被告の立証が

あるとはいえない。

以上によれば，捜査費支出伺については，当該文書の外形的事実等から判

断される一般的，類型的な当該文書の性質として 「公にすることにより，，
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犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがある」と実施機関が判断し得る情報が記録

されているものであると認めることはできず，本件条例６条７号に該当する

事由があると認めることはできない。

( ) 支払精算書（争点１－２）について2

前記基礎となる事実( )ウ(イ)記載のとおり，支払精算書は，捜査員が取3

扱者等に自らが執行した一般捜査費の精算をするために提出する書類であ

り，作成年月日，宛名，捜査費を受領した年月日，既受領額，支払額，差引

過不足額，支払年月日，支払事由，金額を記載する欄，精算の結果の返納又

は領収の年月日を記載する欄及び領収印欄，取扱者，補助者が押印する欄，

出納簿登記の確認の押印をする欄がある。

そこで検討するに，支払精算書自体は，各捜査員が交付を受けた捜査費に

ついて，実際に捜査費を具体的に執行した内容に照らした精算についての情

報が記載されたものであり，その情報自体が，各捜査員による捜査費の具体

的な執行に関する情報というべきである。そして，支払事由以外の欄の記載

内容は，通常，それ自体，各捜査員による捜査費の具体的な執行の内容を把

握し得るものではないと考えられるが，支払精算書の上記作成趣旨等からす

れば，その部分のみを分離して公開することまでも本件条例が義務づけてい

ると解することはできない。

したがって，支払精算書は，当該文書の外形的事実等から判断される一般

的，類型的な当該文書の性質として 「公にすることにより，犯罪の予防，，

鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがある」と実施機関が判断し得る情報が記録されているも

のであると認められるというべきである。

そして，支払精算書の非公開の決定に全く事実の基礎を欠き，あるいは，

社会通念上著しく妥当性を欠くなどの裁量権の逸脱ないし濫用があったこと
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を基礎付ける具体的事実についての立証があるとはいえない。

( ) 捜査費交付書兼支払精算書（争点１－３）について3

捜査費交付書兼支払精算書は，前記基礎となる事実( )ウ(ウ)記載のとお3

り，中間交付者等が取扱者等に捜査諸雑費を精算するための書類であり，作

成年月日，宛名，捜査費を受領した年月日，既受領額，交付額，支払額，返

納額，交付年月日，交付者の官職及び氏名，交付額，支払額，返納額を記載

する欄，確認印欄，取扱者，補助者が押印する欄，出納簿登記の確認の押印

をする欄がある。

そこで検討するに，捜査費交付書兼支払精算書は，あくまでも，取扱者か

ら中間交付者に対して交付した現金について，中間交付者が各捜査員に対し

て交付した現金に照らした精算についての情報が記載されているものであ

り，その情報自体は，各捜査員による捜査費の具体的な執行の内容に関する

情報とはいえない。また，捜査費交付書兼支払精算書には，各捜査員の具体

的な捜査費の執行の内容，例えば具体的な事件名などが記載されることは予

定されていないというべきである。そうでない場合には，被告において，捜

査費交付書兼支払精算書をより特定して，本件条例６条７号に該当する事由

があることを主張・立証すべきといえるが，そのような主張・立証はない。

したがって，捜査費交付書兼支払精算書については，当該文書の外形的事

実等から判断される一般的，類型的な当該文書の性質として 「公にするこ，

とにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」と実施機関が判断し得る

情報が記録されているものであると認めることはできず，本件条例６条７号

に該当する事由があると認めることはできない。

( ) 支払伝票（争点１－４）について4

支払伝票は，前記基礎となる事実( )ウ(エ)記載のとおり，中間交付者等3

から捜査諸雑費の交付を受けた各捜査員が，捜査諸雑費の執行を報告するた
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めの書類であり，作成年月日，作成者の階級，氏名及び押印，支払年月日，

金額，支払先，支払事由を記載等する欄がある。

上記支払伝票の性質上，支払伝票には，捜査費の具体的な執行に関する情

報並びに捜査協力者及び情報提供者を識別する情報が当然に含まれていると

いうべきである。

もっとも，支払事由以外の欄の記載内容は，それのみでは，通常，捜査費

の具体的な執行の内容を把握し得るものではないと考えられるが，支払伝票

の上記作成趣旨等からすれば，その部分のみを分離して公開することまでも

本件条例が義務づけていると解することはできない。

， ， ，したがって 支払伝票は 当該文書の外形的事実等から判断される一般的

類型的にみた限りの当該文書の性質として 「公にすることにより，犯罪の，

予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維

持に支障を及ぼすおそれがある」と実施機関が判断し得る情報が記録されて

いるものであると認められるというべきである。

そして，支払伝票の非公開の決定に全く事実の基礎を欠き，あるいは，社

会通念上著しく妥当性を欠くなどの裁量権の逸脱ないし濫用があったことを

基礎付ける具体的事実についての立証があるとはいえない。

( ) 領収書（争点１－５）について5

領収書は，前記基礎となる事実( )ウ(イ)(エ)記載のとおり，支払精算書3

及び支払伝票に添付されることが予定されているものであり，実際に捜査費

を執行した各捜査員が，その相手から徴取するものである。したがって，領

収書は，捜査費の具体的な執行に関する情報が含まれているというべきであ

る。また，領収書には，捜査協力者及び情報提供者の氏名等が記載されるこ

とが考えられる。仮名の領収書の場合も，その筆跡や領収書の体裁が相手方

， ，を特定する情報となり得るのであるから 仮名の領収書であるからといって

相手方を識別できない情報ということはできない。
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もっとも，領収書の金額欄及び日付欄のみであれば，通常，捜査費の具体

的な執行の内容を把握し得るものではなく，また，捜査協力者及び情報提供

者等を識別し得るものではないと考えられるが，捜査費証拠書における領収

書の作成趣旨等からすれば，その部分のみを分離して公開することまでも本

件条例が義務づけていると解することはできない。

したがって，領収書は，当該文書の外形的事実等から判断される一般的，

類型的な当該文書の性質として 「公にすることにより，犯罪の予防，鎮圧，

又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがある」と実施機関が判断し得る情報が記録されているもので

あると認められるというべきである。

そして，領収書の非公開の決定に全く事実の基礎を欠き，あるいは，社会

通念上著しく妥当性を欠くなどの裁量権の逸脱ないし濫用があったことを基

礎付ける具体的事実についての立証があるとはいえない。

５ 現金出納簿（争点２）について

前記基礎となる事実( )ウ(オ)記載のとおり，現金出納簿には，収入（取扱3

責任者からの受入）ないし支払の金額，年月日，摘要，差引残高を記載する欄

がある。また，各月及び各年度の末には，収入及び支払の累計の金額を算定し

て記載し，取扱者等の押印がされている。さらに，取扱者の交代があった場合

には，それまでの収入及び支払の累計の金額を算定して記載し，前任者及び後

任者の押印がされている。

まず，捜査諸雑費についての現金出納簿の各記載部分については，取扱者の

中間交付者に対する捜査諸雑費の交付に関する情報が記載されるものであり摘

要欄にも，何月分の捜査員何名に対する捜査諸雑費であるかという程度の記載

がされるのみと考えられるのであり，そこから具体的な捜査状況が推測できる

ものとも考え難く，捜査費の具体的な執行に関する情報が記載されているとい

うことはできない。
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また，一般捜査費についての現金出納簿の各記載部分についても，取扱者の

捜査員に対する捜査費の交付に関する情報が記載されているものであり，それ

自体，各捜査員による捜査費の具体的な執行に関する情報ということはできな

い。そして，その摘要欄には，特定の事件名など，具体的な捜査費の執行に関

する情報が記載されていることもあるとも考えられるとしても，捜査費支出伺

の判示のとおり，各捜査員による具体的な捜査費の執行の内容を識別できるよ

。 ， ，うな記載がないのが通常と考えられる そうでない場合には 被告においては

一般捜査費についての現金出納簿の摘要欄をより特定して，本件条例６条７号

に該当する事由があることを主張・立証すべきといえるが，そのような主張・

立証はない。

また，取扱責任者から取扱者への現金の交付に関する記載，取扱者の引継に

関する記載など，現金出納簿のその余の記載についても，具体的な捜査費の執

行についての情報があるとも考えられないことから，本件条例６条７号に該当

するとはいえない。

したがって，現金出納簿については，当該文書の外形的事実等から判断され

る一般的，類型的な当該文書の性質として 「公にすることにより，犯罪の予，

防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に

支障を及ぼすおそれがある」と実施機関が判断し得る情報が記録されているも

のであると認めることはできず，本件条例６条７号に該当する事由があると認

めることはできない。

６ 激励慰労費に係る捜査証拠書

( ) 領収書の個人の印影が記録されている部分（争点３－１）について1

本件非公開とされている印影は，激励慰労会の会場となった施設（店舗）

の経理担当者個人の印鑑の印影であるが，かかる施設においては，その業務

の態様からして，不特定多数の者を顧客とするのが通例であり，その経理担

当者が，代金の請求書領収書等に印鑑を押捺して顧客に交付している場合に



- 35 -

は，印影の情報を内部限りにおいて管理することよりも，決済の便宜に資す

ることを優先させているものと考えられ，請求書等に記載して顧客に交付す

ることにより，印影の情報が多数の顧客に広く知れ渡ることを容認し，当該

顧客を介して更に広く知られうる状態に置いているものということができ

る。してみると，かかる情報は，他人に知られたくないと望むことが正当で

ある情報とみることはできない。

したがって，領収書の個人の印影が記録されている部分についても，本件

条例６条１号に該当する事由があるとはいえない。

( ) 捜査二課の領収書の奥書及び激励慰労費執行計画書の職名が記録されて2

いる部分（争点３－２）について

捜査二課の捜査員に平成１５年８月４日に交付した激励慰労費１４万７０

００円について，捜査費支出伺の添付書類である激励慰労費執行計画書，支

払精算書の添付書類である領収書の奥書に，激励慰労費を支出する具体的な

収賄事件名のほか，被疑者の属する官公庁の名称，部署名及び職名が記載さ

れていることがうかがえる（乙②の８５頁ないし８９頁 。）

また，捜査二課の捜査員に平成１５年１０月７日に交付した激励慰労費１

２万６０００円について，捜査費支出伺の添付書類である激励慰労費執行計

画書，支払精算書の添付書類である領収書の奥書に，激励慰労費を支出する

具体的な収賄事件名のほか，被疑者の属する官公庁の名称，部署名及び職名

が記載されていることがうかがえる（乙②の９１頁ないし９５頁 。してみ）

ると，これらの各記載から当該収賄事件の被疑者を容易に特定できることと

なり，かかる情報は他人に知られたくないと望むことが正当であると考えら

れるので，本件条例６条１号に該当するというべきである。

第３ 結論

以上のとおり，原告の請求は主文第１項ないし第３項の限度で理由があるか

ら，これを認容することとし，その余は理由がないから棄却することとし，訴
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訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６４条本文に

従い，主文のとおり判決する。

京都地方裁判所第３民事部

裁判長裁判官 中 村 隆 次

裁判官 下 馬 場 直 志

裁判官 豊 田 里 麻
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